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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第1ブランク材と第２ブランク材を含む複数のブランク材を互いに突き合わ
せて溶接する溶接加工装置であって、
　前記ブランク材を相互に溶接する溶接ヘッドを有する溶接ステーションと、
　前記溶接ステーションの一側に配置された第１位置決めステーションと、
　前記溶接ステーションの他側に配置された第２位置決めステーションと、
　前記複数のブランク材を同テーブルの予め定められた位置に固定する固定装置を有する
と共に、前記位置決めステーションと前記溶接ステーションとに移動可能な第１及び第２
テーブルと、
　前記第１テーブル及び第２テーブル上の予め定められた位置に突出可能なストッパ、及
び当該各テーブル上の前記ブランク材が前記ストッパに当接するように同ブランク材を押
圧する押圧部材を有する位置決め装置と、
　溶接前の前記複数のブランク材が載置される搬入ステーションと、
　前記複数のブランク材が溶接された完成品が載置される搬出ステーションと、
　前記搬入ステーション上のブランク材を、前記位置決めステーションにある前記第１テ
ーブルまたは第２テーブルの上に移動する第１移動装置と、
　前記溶接ステーションで溶接が完了した後に、前記位置決めステーションに移動した前
記第１テーブルまたは第２テーブル上の完成品を、前記搬出ステーションに移動する第２
移動装置と、を備え、
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　前記第１テーブルが前記第１位置決めステーションに移動されたときに前記第２テーブ
ルが前記溶接ステーションに移動され、前記第１テーブルが前記溶接ステーションに移動
されたときに前記第２テーブルが前記第２位置決めステーションに移動されるように構成
され、
　前記第１テーブルまたは第２テーブルが対応する前記位置決めステーションに移動した
ときに、前記第１ブランク材を前記位置決め装置により予め定められた位置に配置し、次
いで同第１ブランク材を前記固定装置により同テーブルに固定し、さらに同第１ブランク
材に第２ブランク材を突き合わせるべく押圧させた状態で同第２ブランク材を前記固定装
置により同テーブルに固定させ、同テーブルと共に前記溶接ステーションに移動させ、前
記溶接ヘッドにより互いに溶接されるように構成されたことを特徴とする溶接加工装置。
【請求項２】
　前記テーブルが、前記第１ブランク材が前記固定装置により同テーブルに固定された後
、前記第１ブランク材における前記第２ブランク材が突き合わされる辺の両側部近傍に、
前記第２ブランク材が前記第１ブランク材の上方に乗り上げることを防止するガイドを備
えたことを特徴とする請求項１記載の溶接加工装置。
【請求項３】
　前記固定装置が、前記複数のブランク材の下面をそれぞれ吸着する吸着装置を備えてい
ることを特徴とする請求項１記載の溶接加工装置。
【請求項４】
　前記吸着装置が、前記テーブルに装着された磁気式であることを特徴とする請求項３記
載の溶接加工装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のブランク材を互いに溶接する溶接加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の板状のブランク材を互いに溶接する場合、各ブランク材の端縁を互いに突き合わ
せるように治具を用いて位置決めし、次いで当該突き合わせ部分をレーザ溶接により接合
するのが一般的である。
　このような溶接を行う溶接加工装置において、レーザ溶接そのものは比較的短時間で完
了することができるが、これに比べて、ブランク材の搬入や位置決めは、時間がかかるも
のである。このため、ブランク材の搬入、位置決め、レーザ溶接、及び搬出までの工程を
、同一場所にて行うと、全体としての作業時間は、一番時間のかかる工程に引きずられる
ことになる。
【０００３】
　そこで、特許文献１に示される溶接装置においては、複数の溶接ステーションを搬送ラ
インと平行に配置して、一の溶接ステーションで溶接を行っている間に他の溶接ステーシ
ョンで治具パレットの搬入及び位置決めを行い、その一の溶接ステーションでの溶接が完
了すると、他の溶接ステーションで溶接を行うように構成されている。この溶接装置によ
れば、全体の作業時間を短縮することができる。
【特許文献１】特開平８－２９０２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に示される溶接装置においては、同じ仕様のブランク材の同じ部分
に溶接を行う場合であっても、同じ機能を持った２つの溶接ステーションを設ける必要が
あるため、スペース的に不利となる。２つの溶接ステーションをカバーする溶接用の加工
ヘッドが必要となるため、コスト的にも不利となる。
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、必要とする溶接ステ
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ーションの数を減らし、スペース的にもコスト的にも有利な溶接加工装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前記の目的を達成するために創案されたものである。本発明の請求項１の溶
接加工装置は、少なくとも第１ブランク材と第２ブランク材を含む複数のブランク材を互
いに突き合わせて溶接する溶接加工装置であって、前記ブランク材を相互に溶接する溶接
ヘッドを有する溶接ステーションと、前記溶接ステーションの一側に配置された第１位置
決めステーションと、前記溶接ステーションの他側に配置された第２位置決めステーショ
ンと、前記複数のブランク材を同テーブルの予め定められた位置に固定する固定装置を有
すると共に、前記位置決めステーションと前記溶接ステーションとに移動可能な第１及び
第２テーブルと、前記第１テーブル及び第２テーブル上の予め定められた位置に突出可能
なストッパ、及び当該各テーブル上の前記ブランク材が前記ストッパに当接するように同
ブランク材を押圧する押圧部材を有する位置決め装置と、溶接前の前記複数のブランク材
が載置される搬入ステーションと、前記複数のブランク材が溶接された完成品が載置され
る搬出ステーションと、前記搬入ステーション上のブランク材を、前記位置決めステーシ
ョンにある前記第１テーブルまたは第２テーブルの上に移動する第１移動装置と、前記溶
接ステーションで溶接が完了した後に、前記位置決めステーションに移動した前記第１テ
ーブルまたは第２テーブル上の完成品を、前記搬出ステーションに移動する第２移動装置
と、を備え、前記第１テーブルが前記第１位置決めステーションに移動されたときに前記
第２テーブルが前記溶接ステーションに移動され、前記第１テーブルが前記溶接ステーシ
ョンに移動されたときに前記第２テーブルが前記第２位置決めステーションに移動される
ように構成され、前記第１テーブルまたは第２テーブルが対応する前記位置決めステーシ
ョンに移動したときに、前記第１ブランク材を前記位置決め装置により予め定められた位
置に配置し、次いで同第１ブランク材を前記固定装置により同テーブルに固定し、さらに
同第１ブランク材に第２ブランク材を突き合わせるべく押圧させた状態で同第２ブランク
材を前記固定装置により同テーブルに固定させ、同テーブルと共に前記溶接ステーション
に移動させ、前記溶接ヘッドにより互いに溶接されるように構成されたことを特徴とする
。
【００１０】
　請求項２の溶接加工装置は、請求項１において、前記テーブルが、前記第１ブランク材
が前記固定装置により同テーブルに固定された後、前記第１ブランク材における前記第２
ブランク材が突き合わされる辺の両側部近傍に、前記第２ブランク材が前記第１ブランク
材の上方に乗り上げることを防止するガイドを備えたことを特徴とする。
　請求項３の溶接加工装置は、請求項１において、前記固定装置が、前記複数のブランク
材の下面をそれぞれ吸着する吸着装置を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の溶接加工装置は、請求項３において、前記吸着装置が、前記テーブルに装着
された磁気式であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の請求項１の溶接加工装置において、ブランク材が固定される第１及び第２のテ
ーブルを有し、これらのテーブルが位置決めステーションと溶接ステーションと順に移動
し、そして溶接ステーションにおいて一方のテーブル上に固定されたブランク材を溶接す
る作業が行われているときに、位置決めステーションにおいて他方のテーブル上にブラン
ク材を位置決め・固定する作業が行われる。したがって、ブランク材の溶接と位置決めを
同時に行うことができるので、全体の作業時間を短縮できる。しかも、ブランク材に対し
て同じ溶接を行う限り、溶接ステーションは１つで足りるので、上述の従来装置に比べて
スペース的に格段に有利である。
【００１３】
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　また、前記第１及び第２テーブルの一方が前記溶接ステーションにあって、そのテーブ
ル上のブランク材の溶接作業が行われる。その間、前記第１及び第２テーブルの他方が前
記位置決めステーションにあって、前記第２移動装置が、前記位置決めステーションに移
動したテーブル上の完成品を前記搬出ステーションに移動し、前記第１移動装置が、前記
搬入ステーションのブランク材を前記位置決めステーションにあるテーブル上に移動する
。したがって、ブランク材の搬入及び完成品の搬出も含めて、全体としても作業時間を短
縮することができる。
【００１４】
　さらに、第１テーブルが第１位置決めステーションに移動されたときに第２テーブルが
溶接ステーションに移動され、第１テーブルが溶接ステーションに移動されたときに第２
テーブルが第２位置決めステーションに移動される。しかも、第１位置決めステーション
と第２位置決めステーションは、溶接ステーションを挟んで反対側に配置されているので
、両ステーションを平面的に配置することができ、これにより装置の高さを小さく抑える
ことができる。
【００１５】
　前記ブランク材は、前記テーブルに備えられた位置決め装置により、テーブル上の定め
られた位置に位置決めされる。
【００１６】
　当該位置決めは、テーブル上に予め定められた位置にストッパを突出させ、前記ブラン
ク材が前記ストッパに当接するように同ブランク材が前記押圧部材により押圧されて、実
行される。
　具体的には、第１ブランク材を前記位置決め装置より位置決めし、次いで同第１ブラン
ク材を前記固定装置によりテーブルに固定し、さらに同第１ブランク材に第２ブランク材
を突き合わせるべく押圧させた状態で同第２ブランクを前記固定装置によりテーブルに固
定することにより、両ブランク材がテーブル上に位置決めされ、かつ固定される。したが
って、第１ブランク材に対して第２ブランク材を精度良く位置決めすることができる。
【００１７】
　請求項２の溶接加工装置において、第１ブランク材が固定装置によりテーブルに固定さ
れた後、前記第２ブランク材が前記第１ブランク材に突き合わされる際に、第２ブランク
材が第１ブランク材の上方に乗り上げようとしても、テーブルに備えられた前記ガイドに
よりそのような乗り上げが確実に防止される。
　請求項３の溶接加工装置において、前記固定装置が、各ブランク材の下面を吸着する吸
着装置を備えているので、ブランク材の上面にクランプ等が突出しない。これにより、レ
ーザ溶接を行う前記溶接ヘッドの移動に制約がなく、同溶接ヘッドの高速移動が可能とな
る。
【００１８】
　請求項４の溶接加工装置において、前記固定装置が、各テーブルに装着された磁気式で
あるので、ブランク材の下面を吸着及び非吸着を簡単に切り換えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　まず、第１の実施形態を図１～図８に従って説明する。図１は第１の実施形態に係る溶
接加工装置を示す平面図、図２は図１の溶接ステーション及び位置決めステーションの拡
大図、図３は図２の右側面図、図４及び図５は本溶接加工装置のテーブルにおける位置決
め装置を示す平面図、図６は図５のVI部の拡大図、図７は図６のVII－VII線に沿う矢視断
面図、図８は図７のVIII－VIII線に沿う矢視断面図である。
【００２０】
　本溶接加工装置は、図１に示されるように、溶接ステーション２と、同溶接ステーショ
ン２の一側に配置された第１位置決めステーション４と、他側に配置された第２位置決め
ステーション６を備えている。これらのステーション２，４及び６に亘ってガイド部材と
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してのレール８が設けられており、同レール上８に第１テーブル１０と第２テーブル１２
が案内されている。第１テーブル１０は、同レール８に沿って第１位置決めステーション
４と溶接ステーション２とを移動可能であり、第２テーブル１２は、同レール８に沿って
溶接ステーション２と第２位置決めステーション６とを移動可能である。溶接ステーショ
ン２には、ブランク材Ｂを溶接する溶接装置１４が設けられている。各テーブル１０及び
１２は、詳細は後述するが、ブランク材Ｂをテーブル上に位置決めし、かつ固定する機能
を有している。
【００２１】
　溶接ステーション２の別の一側には、ブランク材Ｂを搬入する搬入ステーション１６が
配置され、他側には、ブランク材Ｂの溶接を完了した完成品Ｃを搬出する搬出ステーショ
ン１８が配置されている。搬入ステーション１６と位置決めステーション４及び６との間
には、それぞれ搬入ステーション１６上のブランク材Ｂを位置決めステーション４及び６
に移動する第１移動装置としてのロボット２０及び２２がそれぞれ配置されている。また
搬出ステーション１８と位置決めステーション４及び６との間には、それぞれ位置決めス
テーション４及び６上のブランク材Ｂの溶接を完了した完成品Ｃを搬出ステーション１８
に移動する第２移動装置としてのロボット２４及び２６がそれぞれ配置されている。なお
、各ロボット２０，２４，２６，２８はそれぞれ先端にブランク材Ｂを吸着する吸着部２
０ａ，２２ａ，２４ａ，２６ａを有している。
【００２２】
　搬入ステーション１６には、上面を２つに分割され、軸２８を中心に回転できるターン
テーブル３０が設けられ、搬出ステーション１８には、上面を２つに分割され、軸３２を
中心に回転できるターンテーブル３４が設けられている。
　ここで、第１及び第２テーブル１０及び１２と、各ロボット２０，２２，２４，２６と
、各ターンテーブル２０及び３４の作動を互いに関連付けて説明する。
【００２３】
　ターンテーブル３０は、図左半分の所定位置に所定数重ねられたブランク材Ｂが載置さ
れると、回転し、その載置されたブランク材Ｂがターンテーブル３０の図右半分に移動す
る。ターンテーブル３０の左半分は空になると直ぐに次の所定数重ねられたブランク材Ｂ
が載置される。そして、ターンテーブル３０の図右半分が空になると、ターンテーブル３
０は回転して、ターンテーブルの図右半分には常にブランク材Ｂが載置された状態を保た
れる。
【００２４】
　今、第１テーブル１０が空の状態で第１位置決めステーション４にあり、かつ第２テー
ブル１２が空の状態で溶接ステーション２にあるとする。まず、ロボット２０が、ターン
テーブル３０の図右半分にあるブランク材Ｂを吸着部２０ａにより吸着して、第１テーブ
ル１０上に載置する。第１テーブル１０上において、ブランク材Ｂは予め定められた位置
に位置決めされて固定された後、同第１テーブル１０が溶接ステーション２に移動する。
なお、このとき、第２テーブル１２は、図１の２点鎖線１２ａで示すように、第２位置決
めステーション６に移動する。
【００２５】
　次いで、溶接ステーション２において、溶接装置１４により、第１テーブル１０上のブ
ランク材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。その間、ロボット２２が、ターンテー
ブルの図右半分にあるブランク材を吸着部２２ａにより吸着して、第２位置決めステーシ
ョン６にある第２テーブル１２上に載置する。
　溶接ステーション２における溶接作業が完了し、かつ第２位置決めステーション６にお
けるブランク材Ｂの載置が完了すると、完成品Ｃを載せた第１テーブル１０が再び第１位
置決めステーション４に移動すると共に、ブランク材Ｂを載せた第２テーブルが溶接ステ
ーション２に移動する。
【００２６】
　第１位置決めステーション４においては、ロボット２４が、第１テーブル１０上にある
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完成品Ｃを吸着部２４ａにより吸着して、搬出ステーション１８のターンテーブル３４の
図左半分上に移動する。なお、完成品Ｃは、ターンテーブル３４の図左半分に所定数重ね
られると、ターンテーブル３４が回転して、ターンテーブル３４の図右半分に移動し、作
業者あるいは他のロボットによる運び出しを待つ。さらにロボット２０が、ターンテーブ
ル３０の右半分にあるブランク材Ｂを吸着部２０ａにより吸着して、第１テーブル１０上
に移動する。そして、第１テーブル１０において、ブランク材Ｂが予め定められた位置に
位置決めされて固定される作業が実行される。
【００２７】
　溶接ステーション２においては、溶接装置１４により、第２テーブル１２上のブランク
材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。
　そして、第１位置決めステーション４及び溶接ステーション２での作業が完了すると、
第１テーブル１０は溶接ステーション２に移動し、第２テーブル１２は第２位置決めステ
ーション６に移動する。
【００２８】
　第２位置決めステーション６においては、ロボット２６が、第２テーブル１２上にある
完成品Ｃを吸着部２６ａにより吸着して、搬出ステーション１８のターンテーブル３４の
図左半分上に移動する。さらにロボット２２が、ターンテーブル３０の右半分にあるブラ
ンク材Ｂを吸着部２２ａにより吸着して、第２テーブル１２上に移動する。そして、第１
テーブル１０において、ブランク材Ｂが予め定められた位置に位置決めされて固定される
作業が実行される。
【００２９】
　溶接ステーション２においては、溶接装置１４により、第１テーブル１０上のブランク
材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。
　第１及び第２テーブル８及び１２と、各ロボット２０，２２，２４，２６と、各ターン
テーブル２０及び３４は、以上のような作動を繰り返し行うものである。
　次に、溶接ステーション１２における溶接装置１４を、図２及び図３を参照して説明す
る。
【００３０】
　溶接装置１４は、溶接ステーション２の両側部にレール８と平行に延びた２つのレール
１４ａと、同レール１４ａにそれぞれ案内される２つのポスト１４ｂと、同２つのポスト
１４ｂ間に橋設され、レール１４ａと直交するように延びたレール１４ｃと、同レール１
４ｃに案内されるスライダ１４ｄと、同スライダ１４ｄに支持部材１４ｅを介して支持さ
れた溶接ヘッド１４ｆを有している。そして、ポスト１４ｂのレール１４ａに対する位置
と、スライダ１４ｄのレール１４ｃに対する位置は、図示しないコントローラにより、溶
接位置に応じて制御されている。
【００３１】
　つまり、ブランク材Ｂは、４つの部材Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３及びＢ４から成り、各突き合わ
せ部を溶接されるが、前記コントローラを制御することによって、溶接ヘッド１４ｆを、
溶接が必要な各突き合わせ部に沿って移動させることができる。
　次に、各テーブル１０及び１２にそれぞれ設けられているブランク材Ｂの位置決め装置
及び固定装置を図４及び図５を参照して説明する。
【００３２】
　各テーブル１０及び１２には、位置決め装置として、予め定められた位置に出没自在に
設けられ、ブランク材Ｂに当接するストッパピンと、ブランク材をあらかじめ定められた
方向に押圧する押圧部材が設けられている。また、固定装置として、テーブル１０，１２
における、位置決めされたブランク材Ｂに対応する位置に装着され、ブランク材Ｂの下面
を吸着するマグネットクランプＭ１，Ｍ１１，Ｍ２，Ｍ３及びＭ４が設けられている。こ
れらマグネットクランプは、磁気式であるので、ブランク材Ｂの下面を吸着及び非吸着を
簡単に切り換えることができる
　そして、この溶接加工装置においては、まずブランク材Ｂ１を位置決めした上でテーブ
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ル１０，１２に固定し、次いでブランク材Ｂ２、Ｂ３，Ｂ４を位置決めしてテーブル１０
，１２に固定するように構成されている。
【００３３】
　このため、図４に示されるように、まずブランク材Ｂ１を位置決めするために、６つの
ストッパピンＳ１をテーブル１０，１２上の予め定められた位置に突出させると共に、２
つの押圧部材Ｐ１によりブランク材Ｂ１をストッパピンＳ１に確実に当接するように図矢
印の方向に押圧し、これにより同ブランク材Ｂ１の位置決めが完了する。そして、この状
態で、マグネットクランプＭ１及びＭ１１によりブランク材Ｂ１を吸着し、これによりブ
ランク材Ｂ１がテーブル１０，１２上の予め定められた位置に固定される。その後、各ス
トッパピンＳ１及び押圧部材Ｐ１は、テーブル１０，１１上に突出しないように、テーブ
ル１０，１１内に下降する。
【００３４】
　次いで、図５に示されるように、ブランク材Ｂ１，Ｂ２及びＢ３を位置決めするために
、４つのストッパピンＳ２、４つのストッパピンＳ３及び４つのストッパピンＳ４をテー
ブル１０，１１上に突出させると共に、それぞれ２つの押圧部材Ｐ２，２つの押圧部材Ｐ
３及び２つの押圧部材Ｐ４により各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４を、既にテーブル１０
，１２上に固定されているブランク材Ｂ１に確実に当接するように図矢印の方向に押圧し
、これにより各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４の位置決めが完了する。そして、この状態
でマグネットクランプＭ２，Ｍ３及びＭ４により各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４を吸着
し、これにより各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４がテーブル１０，１２上の予め定められ
た位置に固定される。その後、各ストッパピンＳ２，Ｓ３及びＳ４並びに各押圧部材Ｐ２
，Ｐ３及びＰ４は、テーブル１０，１１上に突出しないように、テーブル１０，１１内に
下降する。
【００３５】
　なお、上述の各ストッパピンＳ２，Ｓ３及びＳ４は、各ストッパピンＳ２，Ｓ３及びＳ
４は、各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４との間に若干の隙間が設定されており、各ブラン
ク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４が各押圧部材Ｐ２，Ｐ３及び部材Ｐ４により押圧されたときに、
倒れることを防止するガイド機能を担っている。
　上述の位置決め装置は、各ブランク材Ｂ２，Ｂ３及びＢ４をブランク材Ｂ１に当接する
ように押圧したときに、一方のブランク材が他方のブランク材に乗り上げることを防止す
るための装置を有している。ここでは、ブランク材Ｂ１とＢ２と関係において設けられた
装置を説明する。
【００３６】
　図５に示されるように、テーブル１０，１２におけるブランク材Ｂ１とブランク材Ｂ２
との突き合わせ部分の両側部には、ガイド部材３６が設けられている。ガイド部材３６は
、図６～図８に示されるように、溝３６ａを有し、使用状態において、ブランク部材Ｂ１
とＢ２との突き合わせ部の側部が溝３６ａ内に収容されるように位置される。そして、溝
３６ａの高さは、例えばブランク材Ｂ２がブランク材Ｂ１の上方に乗り上げようとしても
、それを阻止することができるように設定されている。またガイド部材３６は、非使用状
態において、図６に２点鎖線３８で示されるように、ブランク材Ｂ１，Ｂ２と重ならない
位置にまで後退し、さらにテーブル１０，１２に突出しないように、テーブル１０，１１
内に下降する。
【００３７】
　以上より明らかなように、本溶接加工装置においては、ブランク材Ｂが固定される第１
及び第２のテーブル１０及び１２が第１及び第２位置決めステーション４及び６と溶接ス
テーション２と順に交互に移動し、そして溶接ステーション２において一方のテーブル１
０または１２上に固定されたブランク材を溶接する作業が行われているときに、位置決め
ステーション４または６において他方のテーブル１０または１２上にブランク材Ｂを位置
決め・固定する作業が行われる。したがって、ブランク材Ｂの溶接と位置決めを同時に行
うことができるので、全体の作業時間を短縮できる。しかも、ブランク材Ｂに対して同じ
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溶接を行う限り、溶接ステーション２は１つで足りるので、上述の従来装置に比べてスペ
ース的に格段に有利である。しかも、第１位置決めステーション４と第２位置決めステー
ション６は、溶接ステーション２を挟んで反対側に配置されているので、両ステーション
４及び６を溶接ステーション２と共に平面的に配置することができ、これにより装置の高
さを小さく抑えることができる。
【００３８】
　また本溶接加工装置は、第１及び第２テーブル１０及び１２の一方が溶接ステーション
２にあって、そのテーブル上のブランク材Ｂの溶接作業が行われる。その間、第１及び第
２テーブル１０及び１２の他方が位置決めステーション４または６にあって、ロボット２
４または２６が、位置決めステーション４または６に移動したテーブル１０または１２上
の完成品Ｃを搬出ステーション１８のターンテーブル３４上に移動し、ロボット２０また
は２２が、搬入ステーション１６のターンテーブル３０上のブランク材Ｂを位置決めステ
ーション４または６にあるテーブル１０または６上に移動する。したがって、ブランク材
Ｂの搬入及び完成品Ｃの搬出も含めて、全体としても作業時間を短縮することができる。
【００３９】
　本溶接加工装置におけるブランク材Ｂのテーブル１０，１２に対する位置決めに及び固
定に関しては、まず第１ブランク材Ｂ１を、ストッパＳ１及び押圧部材Ｐ１を用いて位置
決めすると共に、マグネットクランプＭ１及びＭ１１を用いてテーブル１０，１２上の予
め定められた位置に固定し、さらに、第２～第４ブランク材Ｂ２～Ｂ４をそれぞれ押圧部
材Ｐ２～Ｐ４により押圧して同第１ブランク材Ｂ１に突き合わせ、その状態で同ブランク
材Ｂ２～Ｂ４をそれぞれマグネットクランプＭ２～Ｍ４によりテーブル１０，１２に固定
するように構成されている。したがって、第１ブランク材Ｂ１に対して第２～第４ブラン
ク材Ｂ２～Ｂ４を精度良く位置決めすることができる。
【００４０】
　しかも、各ブランク材Ｂ１～Ｂ４は、その下面をマグネットクランプＭ１，Ｍ１１及び
Ｍ２～Ｍ４により吸着されることによってテーブル１０，１１に固定されるので、各ブラ
ンク材Ｂ１～Ｂ４の上面にクランプ等が突出しない。これにより、溶接ステーション２に
おいてレーザ溶接を行う溶接装置１４の溶接ヘッド１４ｆの平面移動に制約がなく、同溶
接ヘッド１４Ｆの高速移動が可能となる。
【００４１】
　次に、本発明の第２の実施形態を図９～図１１に従って説明する。図９は第２の実施形
態に係る溶接加工装置を示す平面図、図１０は図９の溶接ステーション及び位置決めステ
ーションの拡大図、図１１は図１０の右側面図である。
　この実施形態に係る溶接加工装置は、溶接ステーション４２と、同溶接ステーション２
の一側に配置された位置決めステーション４４とを備えている。これらステーション４２
及び４４に亘ってガイド部材としての下部レール４６及び上部レール４８が設けられてお
り、下部レール４６上に第１テーブル５０が、上部レール４８には第２テーブル５２が案
内されている。第１テーブル５０は、下部レール４６に沿って位置決めステーション４４
と溶接ステーション４２とを移動可能であり、第２テーブル５２は、上部レール４８に沿
って第２位置決めステーション４４と溶接ステーション４２とを移動可能である。溶接ス
テーション４２には、ブランク材Ｂを溶接する溶接装置５４が設けられている。第１及び
第２テーブル５０及び５２は、後述するが、ブランク材Ｂをテーブル上に位置決めし、か
つ固定する機能を有している。
【００４２】
　溶接ステーション４２の別の一側には、ブランク材Ｂを搬入する搬入ステーション５６
が配置され、他側には、ブランク材Ｂの溶接を完了した完成品を搬出する搬出ステーショ
ン５８が配置されている。搬入ステーション５６と位置決めステーション４４との間には
、搬入ステーション５６上のブランク材Ｂを位置決めステーション４４に移動する第１移
動装置としてのロボット６０が配置されている。また搬出ステーション５８と位置決めス
テーション４４の間には、位置決めステーション４４上のブランク材Ｂの溶接を完了した
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完成品Ｃを搬出ステーション５８に移動する第２移動装置としてのロボット６２が配置さ
れている。なお、各ロボット６０及び６２はそれぞれ先端にブランク材Ｂを吸着する吸着
部６０ａ及び６２ａを有している。
【００４３】
　搬入ステーション５６には、上面を２つに分割され、軸６４を中心に回転できるターン
テーブル６４が設けられ、搬出ステーション５８には、上面を２つに分割され、軸６８を
中心に回転できるターンテーブル７０が設けられている。
　ここで、第１及び第２テーブル５０及び５２と、各ロボット６０及び６２と、各ターン
テーブル６６及び７０の作動を互いに関連付けて説明する。
【００４４】
　ターンテーブル６６は、図左半分の所定位置に所定数重ねられたブランク材Ｂが載置さ
れると、回転し、その載置されたブランク材Ｂがターンテーブル６６の図右半分に移動す
る。ターンテーブル６６の左半分は空になると直ぐに次の所定数重ねられたブランク材Ｂ
が載置される。そして、ターンテーブル６６の図右半分が空になると、ターンテーブル６
６は回転して、ターンテーブルの図右半分には常にブランク材Ｂが載置された状態を保た
れる。
【００４５】
　今、第１テーブル５０が空の状態で位置決めステーション４４にあり、かつ第２テーブ
ル５２が空の状態で溶接ステーション４２にあるとする。まず、ロボット６０が、ターン
テーブル６６の図右半分にあるブランク材Ｂを吸着部６０ａにより吸着して、第１テーブ
ル５０上に載置する。第１テーブル５０上において、ブランク材Ｂは予め定められた位置
に位置決めされて固定された後、同第１テーブル５０が下部レール４６に沿って溶接ステ
ーション４２に移動する。なお、このとき、第２テーブル５２は上部レール４８に沿って
位置決めステーション４４に移動する。
【００４６】
　次いで、溶接ステーション４２において、溶接装置５４により、第１テーブル５０上の
ブランク材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。その間、ロボット６０が、ターンテ
ーブルの図右半分にあるブランク材Ｂを吸着部６０ａにより吸着して、位置決めステーシ
ョン４４にある第２テーブル５２上に載置する。
　溶接ステーション４２における溶接作業が完了し、かつ位置決めステーション４４にお
けるブランク材Ｂの載置が完了すると、完成品Ｃを載せた第１テーブル５０が再び下部レ
ール４６に沿って位置決めステーション４４に移動すると共に、ブランク材Ｂを載せた第
２テーブル５２が上部レール４８に沿って溶接ステーション４２に移動する。
【００４７】
　位置決めステーション４４においては、ロボット６２が、第１テーブル５０上にある完
成品Ｂを吸着部６２ａにより吸着して、搬出ステーション５８のターンテーブル７０の図
左半分上に移動する。なお、完成品Ｃは、ターンテーブル７０の図左半分に所定数重ねら
れると、ターンテーブル７０が回転して、ターンテーブル７０の図右半分に移動し、作業
者あるいは他のロボットによる運び出しを待つ。さらにロボット６０が、ターンテーブル
６６の右半分にあるブランク材Ｂを吸着部６０ａにより吸着して、第１テーブル５０上に
移動する。そして、第１テーブル５０において、ブランク材Ｂが予め定められた位置に位
置決めされて固定される作業が実行される。
【００４８】
　溶接ステーション４２においては、溶接装置５４により、第２テーブル５２上のブラン
ク材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。
　そして、位置決めステーション４４及び溶接ステーション４２での作業が完了すると、
第１テーブル５０は下部レール４６に沿って溶接ステーション４２に移動し、第２テーブ
ル５２は上部レールに沿って位置決めステーション４４に移動する。
【００４９】
　位置決めステーション４４においては、ロボット６２が、第２テーブル５２上にある完
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成品Ｃを吸着部６２ａにより吸着して、搬出ステーション５８のターンテーブル７０の図
左半分上に移動する。さらにロボット６０が、ターンテーブル６６の右半分にあるブラン
ク材Ｂを吸着部６０ａにより吸着して、第２テーブル５２上に移動する。そして、第１テ
ーブル５０において、ブランク材Ｂが予め定められた位置に位置決めされて固定される作
業が実行される。
【００５０】
　溶接ステーション４２においては、溶接装置５４により、第１テーブル１０上のブラン
ク材Ｂをお互いに溶接する作業が実行される。
　第１及び第２テーブル５０及び５２と、各ロボット６０及びと、各ターンテーブル６６
及び７０は、以上のような作動を繰り返し行うものである。
　次に、溶接ステーション４２における溶接装置５４を、図１０及び図１１を参照して説
明する。
【００５１】
　溶接装置５４は、溶接ステーション２の両側部にレール８と平行に延びた２つのレール
５４ａと、同レール５４ａにそれぞれ案内される２つのポスト５４ｂと、同２つのポスト
５４ｂ間に橋設され、レール５４ａと直交するように延び、かつ同ポスト５４ｂに沿って
上下動可能なレール５４ｃと、同レール５４ｃに案内されるスライダ５４ｄと、同スライ
ダ５４ｄに支持部材５４ｅを介して支持された溶接ヘッド５４ｆを有している。そして、
ポスト５４ｂのレール１４ａに対する位置と、レール５４ｃのポスト５４ｂに対する位置
と、スライダ５４ｄのレール５４ｃに対する位置は、図示しないコントローラにより、溶
接位置に応じて制御されている。
【００５２】
　つまり、ブランク材Ｂは、４つの部材Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３及びＢ４から成り、各突き合わ
せ部を溶接されるが、前記コントローラを制御することによって、溶接ヘッド５４ｆを、
溶接が必要な各突き合わせ部に沿って移動させることができる。特に溶接ステーション４
２において、第１テーブル５０と第２テーブル５２は、互いに異なる高さにあるが、溶接
ヘッド５４ｆが上下にも移動できるので、必要な溶接作業を行うことができる。
【００５３】
　なお、第１テーブル５０及び第２テーブル５２は、それぞれブランク材Ｂの位置決め装
置及び固定装置を有しているが、その構造及び作用は、上述の第１実施形態における第１
テーブル１０及び第２テーブル１２にそれぞれ設けられているものと、同じものが設けら
れている。
　以上より明らかなように、この第２の実施形態に係る溶接加工装置において、ブランク
材Ｂが固定される第１及び第２のテーブル５０及び５２が位置決めステーション４４と溶
接ステーション４２とを交互に移動し、そして溶接ステーション４２において一方のテー
ブル５０または５２上に固定されたブランク材Ｂを溶接する作業が行われているときに、
位置決めステーション４４において他方のテーブル１０または１２上にブランク材Ｂを位
置決め・固定する作業が行われる。したがって、第１実施形態の場合と同様に、ブランク
材Ｂの溶接と位置決めを同時に行うことができるので、全体の作業時間を短縮できる。し
かも、ブランク材Ｂに対して同じ溶接を行う限り、溶接ステーション２は１つで足りるの
で、従来装置に比べてスペース的に格段に有利である。しかも、第１テーブル５０と第２
テーブル５２が異なる高さを移動するように構成されているので、１つの位置決めステー
ション４４で足りるので、第１の実施形態の溶接加工装置よりも、平面視における装置全
体をコンパクトにすることができる。
【００５４】
　また本溶接加工装置において、第１及び第２テーブル５０及び５２の一方が溶接ステー
ション４２にあって、そのテーブル上のブランク材Ｂの溶接作業が行われる。その間、第
１及び第２テーブル５０及び５２の他方が位置決めステーション４４にあって、ロボット
６２が、位置決めステーション４または６に移動したテーブル１０または１２上の完成品
Ｂを搬出ステーション１８のターンテーブル３４上に移動し、さらにロボット６０が、搬
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にあるテーブル５０または５２上に移動する。したがって、第１実施形態の場合と同様に
、ブランク材Ｂの搬入及び完成品Ｃの搬出も含めて、全体としても作業時間を短縮するこ
とができる。なお、本溶接加工装置は、第１実施形態と比べて、位置決めステーションの
数が少ないので、ブランク材Ｂまたは完成品Ｃを移動するロボットの必要な作動面積が小
さいので、ロボットの数を減らすことができる。
【００５５】
　溶接加工装置におけるブランク材Ｂのテーブル５０，５２に対する位置決めに及び固定
に関しては、第１の実施形態のものと同じ作用効果を奏するものである。
　以上で、本発明の実施形態の説明を終えるが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではない。
　上述した各実施形態において、溶接装置１４または５４は、いずれも溶接ヘッド１４ｆ
または５４ｆが、レール８または４８と平行に延びたレール１４ａまたは５４ａに沿って
移動されるように構成されているが、代わりに溶接ステーション２または４２において、
溶接されるブランク材が載置されたテーブル１０，１２または５０，５２を、レール８ま
たは４８に沿って移動させるように構成することも可能である。ガイド部材３６に関して
も、例えばブランク材の突き合わせ部分を上方から押さえ込むようなブロック体をテーブ
ル１０，１２に設けることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１の実施形態に係る溶接加工装置を示す平面図である。
【図２】図１の溶接ステーション及び位置決めステーションの拡大図である。
【図３】図２の右側面図である。
【図４】本溶接加工装置のテーブルにおける位置決め装置を示し、その最初の工程におけ
る平面図である。
【図５】図４と同じく位置決め装置を示し、その次の工程における平面図である。
【図６】図５のVI部の拡大図である。
【図７】図６のVII－VII線に沿う矢視断面図である。
【図８】図７のVIII－VIII線に沿う矢視断面図である。
【図９】第２の実施形態に係る溶接加工装置を示す平面図である。
【図１０】図９の溶接ステーション及び位置決めステーションの拡大図である。
【図１１】図１０の右側面図である。
【符号の説明】
【００５７】
　２　溶接ステーション
　４　第１位置決めステーション
　６　第２位置決めステーション
　８　第１テーブル
　１０　第２テーブル
　１４　溶接装置
　１６　搬入ステーション
　１８　搬出ステーション
　４２　溶接ステーション
　４４　位置決めステーション
　５０　第１テーブル
　５２　第２テーブル
　５４　溶接装置
　５６　搬入ステーション
　５８　搬出ステーション
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